
平成 28年 10月 6日

審査 申立代理人

弁護士 菊 地 令比等

弁護士 小 林   修

静岡検察

議決の要 旨について (通知 )

被疑者水野克昭に対する業務上過失致死被疑事件につきされた不起訴処分の当否

に関す る審査事件について,当検察審査会は 10月 6日 に議決 しま したから,そ の

要旨を別添のとお り送付 します。

なお,申 立人には通知 してありません。
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平成 28年静岡検察審査会審査事件 (申 立)第 2号

申 立 書 記 載 罪 名 業務上過失致死

検 察 官 裁 定 罪 名 業務上過失致死

議 決 年 月 日 平成 28年 10月 6日

議 決 の 要 旨

審査 申立人(1)

(氏 名) 画 野 友 章

審査 申立人(2)

(氏名) 面 野 光 美

審査 申立代理人

(氏名) 小 林   修

(氏名) 菊 地 令比等

被疑者

(氏名) 水 野 克 昭

不起訴処分を した検察官

(官職氏名)静同地方検察庁 検察官検事 水 野   朋

議決書の作成 を補助 した審査補助員   弁護士 望 月 正 人

上記被疑者 に対する業務上過失致死被疑事件 (平成 26年検第 110353

号)に つき,平成 27年 1月 28日 上記検察官が した不起訴処分の当否に関 し,

当検察審査会は,上記 申立人の申立てにより審査を行い,次の とお り議決す る。

議  決  の  趣  旨

本件不起訴処分は不当である。

議  決  の  理  由

1 被疑事実の要 旨

被疑者水野克昭は,豊橋市立章南中学校 (以 下 「章南中学校」 とい う。)校
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長 として同校の校務をつかさどり,同校行事の三ケ 日青年の家におけるカッタ

ーボー ト訓練に参加す る生徒の生命,身体の安全 を確保する業務に従事 してい

たものであるが,三ケ 日青年の家においては,教育プログラムとして,漕艇経

験のない児童 ,生徒を対象に浜名湖上でカ ッターボー ト訓練 を行つてお り,同

訓練はその性質上,悪天候のもとで行 つた場合,風雨や高波でカ ッターボー ト

が漕艇困難に陥 り,カ ッターボー トの漂流,転覆等の事故が発生 し,利用児童 ,

生徒が湖上に転落 して死傷の結果を生 じさせ るおそれがあつたのであるか ら,

平成 22年 6月 18日 ,章南中学校の生徒等を参加 させるカ ッターボー ト訓練

を行 うに当た り,天候が悪化す るおそれがある場合には,今後の気象状況,波

の状況の変化 を検討 した上で,三ケ 日青年の家責任者 らと協議 して同ヨ|1練 を実

施す るか否かを適切に判断する業務上の注意義務があるのにこれを怠 り,天気

予報等により天候悪化が予想 され ,訓練開始直前には風雨が強 く, 自波が立っ

ている状態になっていたにもかかわ らず,三ケ 日青年の家所長 として同施設の

管理運営業務に従事 していた A男 らと何 ら協議す ることな く,漫然 とカ ッタ

ーボー ト訓練を開始,継続 させた過失により,同 日午後 3時 25分頃,浜松市

北区三ヶ日町佐久米の南方の沖合の浜名湖上において,B女が乗船中のカッタ

ーボー トを転覆 させ ,同人をして浜名湖に落水 させて転覆 したカッターボー ト

の船底に取 り残 させた状態に し,よ つて,そ の頃,同所において,同 人を溺死

させたものである。

2 検察審査会の判断

当検察審査会が,本件不起訴処分を不当とす る理由は,以 下の とお りである。

(1)本 件 は,学校行事 に参加 した何 の非 もない一人の女子生徒 の尊い命 を

失 うとい う痛 ま しい事故であ り,結果 は極 めて重大である。

12)検 察官は,事故 の結果 まで予 見で きず ,ま た結果 も回避 できなかつた

ことを不起訴処分の理 由 としてい る。 しか し,当 検察審査会 は,予見で

きなか った点及び回避で きなか った点につ き,以 下の とお り疑間 を提示
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す る。

ア 被疑者 は中学校 の最高責任者 と して,学校行事 として本件 カ ッター

ボー ト訓練 を引率 していた ものであ り,そ の権 限は大 きい ものであ る。

そのため,カ ッターボー ト訓練 に参加 していた生徒 ら全員の安全 に配

慮す るのは もちろん,安全 を確保すべ き具体的な義務 を負 うものであ

る。

イ 引率 されていた生徒 らは ,当 日初 めてカ ッターボー トに乗 る初心者

たちであ り,悪 天候 の中,湖 の沖に出て行 かせ ることその ものがボー

トの転覆 を引き起 こす等 の危険な行為である。被疑者 は,そ の点 を ど

こまで認識 していたのかЭ証拠上 ,被疑者 は 「プ ロが大丈夫 と言 うか

らその判断に従 うしかなかつた。」等 と述べ ているが,学校行事 を主

催す る最高責任者 として,被疑者 が当 日の訓練の安全性 について どの

程度確 かめたのかが明 らかでない。 カ ッターボー ト訓練開始前 ,湖 の

状況や天候 を見た り, 自ら天気予報 を確認す ることができたに もかか

わ らず , 自らは部屋 の中に待機 していた ことか ら,上記各点について

の確認 をす ることがで きなかった もので , この よ うな事情 を考慮す る

と,被疑者 に予 見義務 がなかった とは言 えない と考 える。 弓1率 した最

高責任者 として ,尽 くす べ き義務 を行 つたのか ど うか。その点が証拠

上,不 明確 であることか ら再捜査が必要 であると考 えるc

ウ また,カ ッターボー ト訓練が開始 され た後であつて も,被疑者は湖

面の状況や天候 を見 ることは可能 であ り,ま た, 自ら最新 の天気予報

や詳細 な気象状況 を確認 す ることもできたはずで ある。それ らを基 に ,

待機 してい る三 ヶ 日青年 の家 の所員 らと打 ち合わせ をす ることができ ,

場合 によっては,早 い段階 で訓練 中止 を呼びかけた り,ハ ーバーヘ戻

る呼びかけをす ることもで きたはず である。

しか し,証拠 上,被疑者 は訓練開始後 も,部屋 に入 つた まま特 に何
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か行動 を とつた ことが見 られ ない。被疑者 の この間の行動が明 らかで

な く, もし,こ の段階で被疑者が十分な情報 を収集 し,青年 の家の所

員 らと副‖練 中止 を相談 し合 っていれ ば,結果は違 った もの とな ってい

たか も知れず ,そ の点で予見義務 がなかつた とは言 えない。

また ,こ の段階で結果回避義務 が生 じた とも考 え られ る。 その点が

証拠 上 ,不 明確であることか らも再捜査が必要である と考 える D

(3)本件 は,未 来ある 1人 の生徒 の大切な生命 を奪つた痛 ま しい事故で

あ り,中 学校 の最高責任者 である被疑者 の責任 は重大な ものである。

その意味か らも,被疑者 に対す る不起訴の処分が,本 当に妥 当な も

のであったのか,再捜査 をす る必要があると当検察審査会は判断 した

ものである。

以 上に よ り,検 察官 の再考 を求 め るた め ,上記趣 旨の とお り議決する。

平成 28年 10月 6日

静岡検察
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